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1. 研究の概要　　　　　
1.1 研究背景

　水の町として名高い岐阜県郡上市八幡町（以下，郡上

八幡）では，今なお町の中心市街地部の各所で井戸や水

路等の伝統的な水利用施設（以下，水利用施設）を使う

様子を見かけることができ，地域固有の水利用の文化を

伝えている．しかし，郡上八幡においても，1960 年代

中頃に上水道の整備が進むと，水利用施設の利用者数は

次第に減少していき，その結果，水利用施設の撤去や

水質の悪化が顕在化した．この状況に対し，1980 年代

から水環境を活かした先進的なまちづくりを精力的に進

め，排水管の敷設による生活排水と用水の分離や，水利

用施設を活かした公共空間の整備など，水利用施設を保

全するための活動を矢継ぎ早に実施した．そうしたまち

づくり活動の成果の上に，現在の水の町として評価を受

ける町の景観があると言える．

　こうした 30 年以上に及ぶまちづくりの蓄積がありな

がらも，今も水利用施設の撤去や老朽化は漸次的に進ん

でいる．その根底には，利用者数の減少に加え，空き家

の増加と高齢化による管理の担い手の不足という問題が

横たわっており，年々深刻さを増している状況にある．

水利用施設を持続的に保全していく上では，量や質の変

動の大きい水を相手とするため，住民主体による管理が

必要とされる．そのため，管理主体の存続は今後の水利

用施設の保全を考える上での主要な課題となっている．

　以上のような管理の担い手の不足という課題を抱えな

がらも，郡上八幡では今なお多くの水利用施設において

住民主体による管理が継続されている．これまで住民主

体による管理形態が維持されてきたのは，管理体制及び

管理方法をその時々の状況に合わせて変化させることで

管理上の課題に自治的に対応してきたためであると考え

られる．とりわけ，郡上八幡では 1980 年代以降に行わ

れた空間整備や観光地化といった外的影響を受けながら

管理を継続してきており，管理主体毎に様々な対応を取
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　伝統的な水利用施設を保全していく上では，管理が持続的に継続されていくことが重要であり，その管理主体は利用者で
ある住民であることが望ましいと言える．本研究では，1980 年代より水利用施設を活かしたまちづくりを展開してきており，
かつ多くの水利用施設が住民主体で管理されている郡上八幡を対象とし，水利用施設の管理実態を明らかにすることで，住民
主体による管理形態の維持要因を把握した．その結果，住民主体による管理形態は管理主体が有する高い自治性に支えられて
おり，また空間整備や観光地化により管理上の課題が浮上した際には，意識的な主体が先行した対応を取ることで管理の維持
させていることが明らかとなった．また，そうした意識的な主体の創出には，水利用施設と主体との身体的な関わりが必要と
され，主体と水利用施設の身体的な関わりを生み得る空間整備の重要性が考察された．
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ることで管理を継続してきていると考えられる．そうし

た，管理主体毎になされてきた管理を継続させていくた

めの数々の対応には，水利用施設を持続的に保全してい

く上での要点が存在していると考えられる．そのため，

これまでの水利用施設の管理形態の変遷を，変化の要因

とそれに対する管理主体の対応を合わせて把握すること

で，今後の水利用施設の保全に対する新たな見識が得ら

れると想定される．

1.2 研究目的

　前述した背景に基づき，本研究では水利用施設が今な

お多く存在し，且つそれらの多くが住民主体で管理され

てきている郡上八幡の中心市街地を対象地する．そして，

各水利用施設について，現在の管理主体，管理方法，活

動内容など管理の実態を悉皆的に把握すると共に，これ

までの管理形態の変遷についても調査する．尚，本研究

で管理の実態把握の対象とするのは，共同の水利用施設

に限り，個人が敷地内に所有する井戸や水屋，庭池につ

いては対象外とする．また，これまでに郡上八幡におい

て実施されてきた，水利用施設を活用した空間整備の代

表的事例において，その空間的変化によって管理形態が

どのように変化したのかを明らかにする．

　以上の調査から，住民によってどのような自治的対応

がなされてきたのか，またこれまでの空間整備に伴う空

間の変化によって管理形態にどのような変化がもたらさ

れてきたのかに着目しながら，住民主体による管理形態

の継続要因を明らかにすることを本研究の目的とし，そ

れらの結果が住民主体による管理を成立させるための主

体と空間の在り方に対する知見となることを期待する．

1.3 既往研究及び文献の整理

　郡上八幡における水利用研究の嚆矢には，1970 年代

に行われた渡部一二らによる一連の研究が挙げられる

1)2)3)．これまでに蓄積されてきた郡上八幡の水環境を対
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2. 対象地の水環境とまちづくりの変遷

2.1 対象地の概要 14)15)

　岐阜県郡上市八幡町は岐阜県のほぼ中央に位置してお

り，人口 14,090 人・世帯数 5,442（ともに平成 29 年 1

月現在 16)），面積 242.30km2 であり，面積の 92% を山林

が占めている . 町全体の人口のうち凡そ 5,000 人強が

居住している※ 1 中心市街地は , 長良川と吉田川の合流

地点に位置し，中心市街地を東西に走る吉田川を挟ん

で ,通称北側が北町，南側が南町と呼ばれている．

　三方を山に囲われた盆地に位置しており，年間降水

量 17) は 2628.3mm と全国的に見ても多雨な地域である．

周辺部に降った雨水は，乙姫川や武洞谷といった谷筋

に集まり，中心市街地内を流れて吉田川へ貫流する．

また，地層的に中心市街地南部一帯は，石灰岩層が古

生層を貫いて地表面に表出しており，加えて複雑な褶

曲構造をしているため保水力に富んだ地形が形成され

ている．そのため，雨水は石灰岩層を浸透していき，

良質な伏流水となって井戸や湧水として利用される．

2.2 郡上八幡の水環境

(1) 中心市街地内を通る水路網の構造

　郡上八幡の中心市街地は主に吉田川，小駄良川に貫

流する 4 本の谷川と三本の幹線水路によって形成され

ている．三本の幹線水路の内，北町には小駄良川を取

象とした研究には ,まちづくりの展開プロセスを扱った

研究 4)，水辺空間における地域コミュニティの形成過程

と継続要因を扱った研究 5), 空間形態・利用管理・水質

の三点から伝統的な水利用システムを分析しその持続性

を論じた研究 6), 生活景を切り口に水環境における日常

的な行為とその履歴から想起される生活場面のイメージ

及び認識傾向の差異を明らかにした研究7),などがある.

　また，伝統的な水利用の保全や評価を扱った研究には，

東近江市伊庭の水郷集落における文化的景観の動態的な

変化の実態を明らかにした研究 8) や，岐阜県白川村に

おいて伝統的な水利システムが文化的な景観の形成に果

たした役割を考察した研究 9), 島原市船津地区を対象に

「浜ん川」と呼ばれる単一の共同の洗い場が持続的に利

用されてきた要因を利用・管理実態と空間構成から明ら

かにした研究 10)，などがある．

　また，郡上市では，郡上八幡中心市街地の水利用施設

の実態把握を実施しており，平成 17 年と平成 26 年に調

査報告書を発行している 11)12)13)．

1.4 本研究の位置付け

　既存研究の整理より，これまで郡上八幡を含む多様な

地域で伝統的な水利用の保全や持続性を扱った研究は数

多くなされてきていることが分かる．それらの多くは旧

来の空間構成の復元による水利システムの空間的変遷の

分析や，そうした空間の変遷及び生活様式の変遷に伴う

水利用形態の変化の把握など，水の利用の実態と変遷に

着目し，その持続性や文化的価値について論じている．

それに対して，本研究では，伝統的な水の利用を支えて

きた管理という行為に焦点を当て，管理の実態とその変

遷を空間整備等の要因と合わせて把握することから水利

用施設の保全について論じている点に特徴があると言え

る．

1.5 研究の方法

　本研究では，文献調査並びに現地調査により水利用施

設の分布を把握し，それらの管理実態及び管理形態の変

遷を現地でのヒアリング調査によって明らかにする．ま

た，並行してこれまで郡上八幡において実施されてきた

水利用施設を対象とする空間整備の事例を文献調査及び

ヒアリング調査から把握していく．以上，二つの調査か

ら得られた情報を用いて，各水利用施設の管理形態がど

のような変遷を経てきているのかを，管理主体による自

治的な対応と空間整備等の外的影響と照らし合わせなが

ら明らかにする．それらの結果より，水利用施設の住民

主体による管理形態が維持されてきた要因を明らかにす

る．

図 2.1 岐阜県郡上市八幡町位置図

図 1.1 研究の方法
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水源とする北町用水と初音谷を取水源とする柳町用水

の二本の幹線水路が流れており，南町には吉田川を取

水源とする最大の幹線水路である島谷用水が吉田川に

平行して市街地を横断する形で流れている．その他に，

乙姫川を取水源とする，乙姫用水，最勝寺用水，慈恩

寺用水，中心市街地の東側の外れに位置する東町地区

を流れる犬啼用水，そして郊外の住宅地である小野地

区から流れ込んでいる小野用水が存在する．小野用水

については本研究では，その中心市街地部のみを扱う．

以下に，前述した三本の幹線水路の詳細を記す．

【島谷用水】

　中心市街地東端部で吉田川から取水され，南町を三

つの谷川と立体交差，合流しながら吉田川と平行に流

れていき，最後は長良川に流れ込む．元々は南町の，

特に南西部に広がっていた農地への農業用水として整

備された．目抜通りである新町通りでは暗渠となって

いるが生活の中で使える工夫がなされている . 上流部，

下流部では開渠となっており，遊歩道や防災設備が整

備されている．

【北町用水】

　小駄良川を取水源としており，北町から 1.5km 程小

駄良川沿いに北上した地点に取水口がある．大正 5 年

（1916 年）に市街地の北部にある中坪用水という農業

用水の末流を防火用水として引き込むための水路整備

が行われ，現在の形態となった．重要伝統的建造物群

保存地区（以下，伝建地区）に指定されており伝統的

な建造物が建ち並ぶ職人町，鍛冶屋町を主に通り，一

図 2.2 中心市街地内の水路網の構造

部は小駄良川に戻り，残りは吉田川へ流れ込む．

【柳町用水】

　初音谷を取水源としており，北町用水，島谷用水と

比べ水量は少ないが，唯一谷川から取水しているため

最も水質の良い水が流れている．北町用水同様，柳町

用水も伝建地区に指定されている柳町地区を縦断する

ように流れ，吉田川へ流れ込んでいる．かつて城主の

炊事用水として使われていたという話があり，住民に

は「御用水」とも呼ばれている．

(2) 水利用施設の概要とその分布

　中心市街地における水利用施設の分布を図 2.3 に示

す．図 2.3 を作成するにあたっては，郡上市が平成 17

年及び平成 26 年にまとめた水辺空間の調査報告書 12)14)

を参照し，その上で現地調査を行うことで作成している．

以下に特徴的な水利用施設の概要を記す．

【水屋・水舟】

　水舟とは，二〜三段の階段状になっている水槽に谷筋

に集まる山水もしくは岩盤から湧き出している湧き水を

パイプで導水した施設であり，水舟に屋根がかかってい

るものを水屋と呼ぶ．上段程きれいな水を必要とする用

途に使われ，上段は飲用水，中段はすすぎや食品洗い，

下段は汚れ物洗いや野菜の泥落としなどに使われる．山

際の斜面沿いの地区に集中的に見られる．

【湧水井】

　湧水が湧き出している地点に，水舟と同形状の水槽が

地面レベルに設置されている施設を湧水井と呼ぶ．名水
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な水環境を活かしたまちづくりが展開されていった．

　その先駆けとして 1985 年より始められたポケット

パーク構想では，河川や水路，洗い場等の水辺空間を活

かしたポケットパークや遊歩道の整備が計画された．こ

の事業によって，1983 年に先駆けて制作された水車ポ

ケットパークも合わせると，1985 年から 1997 年の 13

年間で中心市街地外も含めて町内で計 33 箇所の公共空

間が整備された．また，2000 年代以降も，街並環境整

備事業やまちづくり交付金等様々な事業を活用し，井戸

や水屋の改修や，エイ箱の設置などの水利用施設の保全

に向けた活動が精力的に続けれられている．

　住民組織による活動も 1970 年代後半から活発に行わ

れるようになる．先駆けとなったさつきの会による水車

ポケットパークの設置や水環境に関する書籍の寄付等の

多岐に渡る活動，柳町町並み保存会や職人町保存会によ

る町並み保存活動，いがわと親しむ会によるいがわ小径

図 2.4 水屋・水舟

図 2.6 洗い場

図 2.5 湧水井 (宗祇水 )

図 2.7 せぎ板

図 2.3 水利用施設の分布図（「水のまちづくり推進事業総合調査業務報告書」14) 内の水関連施設プロット図を元に著者加筆）

百選第 1 号に選定された宗祇水はこの湧水井に属す．水

舟同様に斜面沿いや，川沿いにも見られる．

【洗い場・カワド】

　洗濯や野菜を洗うために設けられた足場などの施設

を，水路沿いにあるものを洗い場と呼び，川沿いにある

ものをカワドと呼ぶ．平場だけのものから，屋根が設け

られたものまである．

【エイ箱（エ箱）】

　用水から敷地内に水を引き込み，主に観賞用の鯉を飼

うのに利用される小型の水槽をエイ箱もしくはエ箱と呼

ぶ．島谷用水沿いに多く，とりわけ目抜き通りである新

町通りに集中している．

【せぎ板】

　水路，もしくは水深の浅い河川に設けられた溝に差し

込み一時的に水を貯めるための板をせぎ板，もしくは単

にせぎと呼ぶ．夏の打ち水や冬の融雪の際によく使われ

ている．水の流れの向きを変える場合にも使用される．

柳町用水，北町用水，乙姫川に特に多く見られる．

2.3 1970 年代以降まちづくりの変遷

　昭和 35 年（1960 年）に中心市街地の上水道の整備が

開始され，また同時期に道路整備も進められると，道路

拡幅に伴い水路が暗渠化され，道路内に設置されていた

井戸が撤去されていくなど，水利用の衰退が進んだ．

　こうしたインフラの近代化によって水利用施設の価値

が失われ始めていった 1970 年代に，渡部一二ら研究グ

ループによる郡上八幡の中心市街地における水環境調査

が実施された．そして，その調査報告の結果が発表され

たことが大きなきっかけとなり，1980 年代から先進的
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て扱い，表 3.2 中の水利用施設②のように記す．各欄に

は太文字でその水利用施設の管理主体を書き，その下に

括弧書きで管理主体が行っている活動の内容を記す．

3.3 各水圏の水利用施設の管理実態

　水利用施設の管理実態の結果を整理するにあたり，中

心市街地を主に水系を基準として 10 の圏域に分割し，

その領域を水圏と定義する．そして，水圏毎に，前述し

た管理マトリクスを作成することで水利用施設の管理

実態を包括的に把握する．その上で，10 の水圏の総体

としての全体の水利システム及び各地区毎，水利用施設

毎の管理の特徴について考察する．

図 2.8 まちづくりの変遷（「水のめぐみを活かす知恵　郡上八幡の水環境とまちづくり」18) に掲載の年表を参照し著者作成）

の整備や鯉やアマゴの放流，など様々な住民組織による

水辺空間を活かした活動が実施されてきた．また，公共

事業による町並みや水辺空間の整備が行われる際には，

その都度協議会が設立され，常に住民と行政の協働に

よってまちづくり活動が展開されてきている．

3. 共同水利用施設の管理実態の把握
3.1 調査の概要

　図 2.3 を元に，中心市街地に位置する水利用施設の

うち，共同の水利用施設について，その管理の実態を 

と管理形態の変遷を把握するために現地調査を実施し

た．表 3.1 にその概要を示す．

3.2 管理・空間マトリクスによる管理実態の把握

　水利用施設の管理実態の調査結果をもとに，各水利用

施設と管理主体の関係を整理するために，表 3.2 のよう

な対応表を用いる．縦軸には時間軸として，日常的な管

理と不定期管理の二軸をとる．横軸には水利用施設をと

るが，例えば水路であれば，セギや洗い場といった水路

を利用するための水利用施設を水路を構成する要素とし

表 3.1 調査の概要

表 3.2 管理・空間マトリクス 

日時
(1) 2016年6月11日〜2016年6月21日
(2) 2016年10月6日〜2016年10月10日
(3) 2016年11月29日、30日

対象地区 岐阜県郡上市八幡町の中心市街地

調査方法 ヒアリング調査

対象者

①中心市街地の住民（水利用施設の周辺住民、各地区の地区長、町並み保

存会や組合等住民組織の代表者、自治会長）

②市役所職員（都市住宅課、市長公室の方それぞれ1名ずつ）

合計：81名

ヒアリング内容

①水利用施設の管理活動の有無、組織形態、活動内容、利用頻度など

②行政としての水利用施設の管理状況、これまでのまちづくりの取り組み、水

利権の設定状況など

データの取り扱い ヒアリング内容をボイスレコーダーで記録した後書き起こしを行った。

構成要素a 構成要素b 構成要素c

日常的管理 管理主体①
【活動内容①】

管理主体a
【活動内容a】

ー
【ー】

管理主体c
【活動内容c】

管理主体③
【活動内容③】

不定期管理 管理主体①
【活動内容①】

管理主体a
【活動内容a】

管理主体b
【活動内容b】

管理主体c
【活動内容c】

？
【？】

ー：活動なし ？：未調査・無回答

水利用施設①
水利用施設②

水利用施設③

1970
1975

1980
1985

1990
1995

2000
2005

2010
2015

計
画
・
事
業

水
環
境
に
関
す
る
空
間
整
備

住
民
組
織

郡上八幡水環境調査

柳町水路改修

欅広場・島谷用水プール

調査結果報告

八幡町水を活かしたまちづくり構想 

アメニティマート構想

ローカルフロント構想

八幡町景観基本計画策定 郡上市景観計画策定
郡上八幡景観条例策定

八幡町都市計画マスタープラン

八幡町第二次総合計画八幡町第一次総合計画

市街地街並調査

街並環境整備地区選定 北町伝建地区選定

歴史的風致
維持向上計画

街並みづくり町民協定
都市再生整備計画

歴史的建造物悉皆調査

新町エイ箱整備工事

今町エイ箱整備工事

尾崎水屋改修整備

島谷用水取水口整備

柳町用水整備

左京町井戸整備

新町通り美装化整備

まちづくり協議会

街環代表者会議

島谷用水管理保全協議会
乙姫川河川環境整備協議会

産業振興公社

NPO 法人
水の学校

さつきの会 (～2005 年 )

柳町町並み保存会
職人町町並み保存会

いがわと親しむ会

郡上・川と水の会

鍛冶屋町町並み保存会

郡上市へ合併

都市計画道路見直し ( 市街地縦断道路計画の廃止 )

水車ポケットパーク
惣門橋ポケットパーク
宗祇水

やなか水のこみち
中河原公園

井戸端こみち

いがわこみち

門前たてまち
枡形水屋ポケットパーク

小駄良川堰堤・遊歩道整備

愛宕洗い場スポット

安養寺ポケットパーク

吉田川親水遊歩道

ポケットパーク構想

島谷用水改修

職人町・鍛冶屋町水路改修

図 3.1 水系に基づく中心市街地の分類
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いが班で当番制の清掃を行っていたり，と様々な管理形

態が見られている．同様に【i: 乙姫川水圏】において，

井戸に着目してみると，電動ポンプを導入して管理を簡

略化している主体があるのに対して，今なお井戸浚いを

組合で行っている主体があるなど，水屋と同様に同じ井

戸であっても多様な管理形態が存在していることがわか

る．このように，管理形態における多様性が存在してい

3.4 水利用施設の管理形態における多様性

　本項では，10 の水圏のうち，【a: 尾崎・向山地区】【i:

乙姫川水圏】の二つの水圏について，共同の水利用施設

の管理実態を整理した図を図 3.2，及び図 3.3 に示す．

　【a: 尾崎・向山地区】において，各水屋の管理につい

て着目すると，水屋①，水屋②は二つの水屋を一つの組

合で管理していたり，水屋④では組合は組織されていな

図 3.2 【a: 尾崎・向山地区】における共同水利用施設の管理実態

図 3.3 【i: 乙姫川水圏】における共同水利用施設の管理実態
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？
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【年に２度土砂、

  落ち葉上げ】

周辺住民
【年に 1 度清掃】

組合
【補修 , 改修】

組合
【補修 , 交換】
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水屋③

水屋④
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るのは，管理主体が極めて自治的に管理形態を取り決め

ていることが要因であると考えられる．つまり，管理主

体は水利用施設の状態や管理主体の許容負担量などを考

慮した上で，効率的な管理の形態を決めており，それが

結果として，水利用施設の管理形態の多様性に繋がって

いると考えられる．

3.5 水利用施設の管理形態の変遷パターン

　全 10 の水圏における各水利用施設の管理形態の把握

結果を元に，上水道整備以前の共通した利用価値に基づ

く共同管理の形態を基準として，その管理形態がどのよ

うに変化しているのかを整理した結果，図 3.4 に示す 6

つのケースに分類できる．また，水利用施設の管理形態

の変遷は，とりわけ外的影響等を受けた水利用施設につ

いては，現在の管理形態に至るまでに，いくつかのケー

スを経てきていると考えられる．そのため，次章におい

て，これら 6つのケースを用いることで，水利用施設の

管理形態の変遷を，管理主体による自治的な対応と空間

整備等の外的影響と照らし合わせながら可視化してい

く．

図 3.4 共同の水利用施設の管理形態の変遷パターン

図 4.1 管理形態の変遷の可視化の例

共同体
利用価値 管理

水利用施設

共通の利用価値に基づく
班や組合での共同管理
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のため管理を個人化

Case.1　維持

Case.4　編成

Case.2　個人化
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施設の整備や、管理対象の拡大
による新たな活動もしくは主体

別の主体を統合、もしくは主体の
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上水道整備前 現在の管理形態

管理 管理管理

4. 管理形態の変遷の可視化
4.1 管理形態の変遷の可視化の方法

　図 3.4 に示した 6 つのケースを用いて水利用施設の管

理形態の変遷を可視化と，図 4.1 のようになる．図 4.1

の例 1 のように，上水道整備の管理形態から管理が個人

化され，その後管理者がいなくなるのが管理主体が消失

したパターンである．対して，例 2 は，一度は管理が個

人化されながらも，その後主体を編成することで，管理

が現在も継続していることを表しており，個人化から編

成へと移り変わる過程で管理主体による自治的な対応が

なされたと言える．このように管理形態の変遷を図式化

することで，管理形態の変遷と管理主体の対応の関係を

可視化する．

4.2 担い手の不足への自治的な対応を事例

　本項では，図3.2中に示されている【a:尾崎・向山地区】

の水屋①，水屋②について管理形態の変遷図を作成し，

担い手の不足という管理上の課題に対して，管理主体が

どのような対応を取ったのかを明らかにする．
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上水道整備以前 現在

共同体
利用価値 管理

水利用施設

共通の利用価値に基づく
班や組合での共同管理

人数が減り利用者もまばら
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×

上水道整備以前 現在

例 1　管理主体が消失したパターン

例 2　管理主体が存続したパターン

Case.4　編成

水利用施設

別の主体を統合、もしくは主体の
拡大による管理主体の編成

＋

管理主体による
自治的な対応
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5. 空間整備による管理形態の変遷
5.1 対象とする代表的な空間整備の事例

　本章では，1980 年代から展開されてきたまちづくり

活動の中で実施されてきた水利用施設を活用した空間整

備の事例から，代表的なものについて取り上げ，それら

の空間整備によって水利用施設の管理形態がどのように

変化したのかを明らかにする．

　表 5.1 に選定した空間整備の事例を示す．本章ではこ

のうち，【No.1】宗祇水，【No.3】柳町水路整備の事例に

ついて取り上げる．

5.2 宗祇水の整備の事例

［1］整備の概要

　宗祇水は，元々は周辺三町内（本町，肴町，上尾崎町）

の住民にとっての共同の湧水井であり，炊事や洗い物

をするための生活の場であった．上水道が整備されて

以降は使用者も少なくなっていたが，昭和 49 年（1974

年）に県の史跡，昭和 60 年（1985 年）には当時環境

省が選定を行っていた名水百選にも選定された．そし

て，同年にポケットパーク事業が開始され，宗祇水周

辺がその対象となり，同年の昭和 60 年に整備が行われ

た．水舟周辺のポケットパーク化に加え，本町から宗

祇水までの歩道空間も合わせて石張りの歩道に整備さ

れた（図 5.1 参照）．

表 5.1 代表的な空間整備の事例

図 5.1 宗祇水の空間整備の概要図

　水屋①，水屋②における管理主体の変遷を図 4.2 に示

す．元々水屋①，水屋②はそれぞれの水屋組合によって

管理されていた．その後も水屋①については主体が減少

はしたものの問題なく管理を維持していたが，水屋②の

水屋組合が空き家の増加により管理を維持していくこと

が困難な状況に陥ってしまっていた．そこで，水屋②の

管理主体は，同一班に属し，また水源も同じであった水

屋①の水屋組合に対して，管理を継続していくために統

合することを要請した．その結果，水屋①の水屋組合が

それを承諾し，2014 年に二つの水屋組合を統合し，新

たな水屋組合を編成した．

　本事例においては，Phase.3 にあたる箇所において，

管理主体による自治的な対応がなされたと言える．旧来

の管理体制のままでは担い手が不足してしまい，管理活

動が継続できない状況にあったため，旧来の管理体制を

解体し，新しく管理の主体を編成することで活動を維持

できる管理の形態へと変化させている．このように，管

理の主体を編成したり，統合することで旧来の管理体制

では処理しきれない管理の負担を分散させ，管理活動の

維持を図っている．

4.3 水利用施設の改修による管理の簡略化

　管理主体の編成や統合といったのコミュニティの側

面からの課題への対応がなされている一方で，井戸への

電動ポンプの導入や谷から水舟への導水管に耐久性の高

いパイプを用いるなど，物理的に管理が簡略化されるよ

うな改修を施している事例も数多く存在している．こう

した素材や機械による管理の簡略化は，管理の負担を劇

的に減らしている一方で，共同の管理活動を最小化し，

管理主体が存在する必要性を失わせている．こうした共

同の管理活動の最小化は，これまで水利用施設を管理す

る中で培われてきた知恵や技術が衰退を引き起こすとと

もに，住民の自治性を低下させる恐れがあると言える．
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図 4.2 【a: 尾崎・向山地区】水屋①・水屋②の管理形態の変遷

No. 整備事業名 竣工年 地区名

1 宗祇水 1985年 本町

2 やなか水のこみち 1987年 新町・稲荷町

3 柳町水路整備 1990年 上柳町・中柳町・下柳町

4 いがわこみち 1992年 常盤町

5 職人町・鍛冶屋町水路整備 1992年 職人町・鍛冶屋町

6 新町通り美装化整備 2001年 新町
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［2］管理形態の変遷

　宗祇水の管理形態の変遷図を図 5.2 に示す．Phase.3

において，名水百選の選定と空間整備という外的影響を

受けたことが管理形態の変遷に大きく影響していること

が分かる．観光客が訪れるようになり，元々生活の場で

あった場所が他者の目に触れるようになり，管理の必要

性を自覚したことが契機となり，個人化していた管理が

再開された．始めは，本町の有志組織である宗祇水奉賛

会が先行的に対応することで管理がなされていたが，管

理の負担が大きく宗祇水奉賛会の会員のみで管理を維持

していくのが困難になった．そのため，本町の町内会と

の協議を行うことで，宗祇水奉賛会を本町町内会全体に

拡大するとともに，宗祇水の管理を町内会として行うこ

とを取り決めた．これにより，現在は本町町内会で班単

位での当番制の清掃がなされている．

5.3 柳町水路整備の事例

［1］整備の概要

　柳町地区（上柳町・中柳町・下柳町）の水路整備は，

1984 年にコンクリート三面張りになっていた水路が老

朽化し，漏水が著しくなっていたために柳町地区の三自

治会で町に対して水路改修を陳情したことがきっかけと

なった．柳町地区では明治時代から，柳町水路組合を三

自治会で組織し水路の維持管理や水量の確保を地区で

行ってきていた．かつては石積みの水路であったため，

地区会で補修をすることができたが，コンクリートの三

面張りになってからは地区会で補修することも困難にな

り，町へ委託する形となっていた．

　柳町地区から陳情がなされたの対して，町の方からは，

柳町地区には多くの伝統的な建築様式の建物が多く残さ

れていたために，水路を町並みと調和した石張りの水路

に整備する代わりに，柳町地区で自主的に町並み保存活

動に取り組んで欲しいという申し出が出される．町と住

民との協議の結果，柳町地区で町並み保存活動に取り組

むことが決まり，1985 年にそれまでの柳町水路組合が

新たに柳町町並み保存会として組織され，1990 年に水

路整備が完工した．

　また，町並み保存活動を進めていく中でポケットパー

クを整備することも協議がなされ，1990 年に安養寺と

いう寺の敷地の一部を町が借り上げて，水路に沿ったポ

ケットパークが整備された．

［2］管理形態の変遷

　柳町用水の管理形態の変遷を図 5.5 に示す．Phase.2

において，水路を単に改修するのではなく，町並み保存

に向けて石張りの水路とすることが行政側から提案され

たことが契機となり，柳町町並み保存会が組織され，水

路の管理だけでなく，町並みとポケットパークへと管理

の対象が拡大した．ポケットパークは，初めは公園が整

備されたのみであったが，その後水路沿いにボットリ（唐

臼のこと）やベンチなどが住民の手作りによって製作さ

れ，植栽も植えられるなど創作的な活動の場となった．

　組織の構成自体は明治時代に組織された柳町水路組合

と変わっていないが，管理対象が水路だけであったもの

から，空間整備に伴って水路を取り巻く町全体へと波及

したことで，様々な自主的な町並み保存への取り組みが

実践されることとなった．その結果，活動が多様化され，

町への愛着や責任感がより強固に形成され，そうした愛

着や責任感が管理に意欲的に向かわせていると考えられ

る．

図 5.2 宗祇水の管理形態の変遷図

図 5.3 柳町地区の町並み

図 5.5 柳町用水の管理形態の変遷

図 5.4 安養寺ポケットパーク
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補注
※ 1　中心市街地部のみの人口については ,「郡上市 八幡都市計画マス

タープラン」（平成 28 年 4 月発行）の P.8 に記載されている地区別の人

推移の表を元に算出している .
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と空間の属性から空間が管理し得る状態であるかを評価

する概念として，Touchability という概念を導入する．

Touchability とは，「空間への可触性」と訳すことがで

き，主体に属する特性と空間に属する特性の総和から決

定される，主体が空間に触れることの実現可能性を表す

指標である．

　こうした空間と主体との身体的な関わりやすさについ

て扱うような概念を空間整備に対して適用することで，

住民主体による管理を支えるような主体を育むための方

策が議論できる考えられる．

図 6.1 Touchability の概念

6. 結論
6.1 本研究のまとめ

　本研究の成果を以下にまとめる．

・水利用施設の管理実態の把握の結果，水利用施設の管

理形態には多様性が見られ，その多様性は，管理主体

が自治的に管理形態を取り決めていることに起因して

いると言える．

・上水道整備以前に形成されていた水利用施設の管理形

態の変遷パターンは，〈維持〉〈個人化〉〈管理なし〉〈編

成〉〈対象の変化〉〈機能停止〉の 6 つのケースの組み

合わせによって可視化でき，可視化することで管理形

態の変化の要因とそれに対する管理主体の自治的な対

応との関係性が把握された．

・管理の担い手の不足という課題に対して，管理主体は

統合や編成といった対応を取ることで，管理の負担を

分散させ，管理活動の維持を図っている．

・空間整備による空間の変化，観光地化といった外的影

響によって対応が必要な場合には，意識的な主体が先

行的に対応を行うことで，緩衝材としての役割を果た

し，その後管理の負担を分散化させるために町内会規

模の活動へと移行するように協議を行い管理活動を維

持してきている．また，空間整備に伴って管理対象を

拡大することで活動が多様化され，町への愛着や責任

感が強固に形成され，管理の原動力となっている．

5.2 考察

　本研究の結果，住民主体による管理形態を大きく支え

ているのは，変化に対して柔軟に対応する意識的な主体

の存在であることが明らかとなった．そうした意識的な

主体とは，これまで生活の中で水利用施設を利用してき

ており，利用と管理の中で水利用施設との身体的な関わ

りを蓄積してきた主体であると言える．水利用施設との

身体的な関わりの蓄積に裏付けられた知恵や技術，また

は町への愛着や責任感が，時々刻々と発生する課題に柔

軟に対応できる自治力に繋がっていると言える．つまり，

水利用施設を住民主体によって持続的に管理を継続して

いく上では，水利用施設との身体的な関わりを持つ活動

を一定量維持することができる空間整備を行うことが，

一つの重要な要点であると考えられる．

　しかしながら，高い耐久力を持つ素材を用いたり，暗

渠化するなど管理を簡略化，もしくは不必要となるよう

な空間整備が進んでいる．こうした空間整備が過度に進

むと，水利用施設と主体が身体的に関わる機会が最小化

し，また構造や素材がより高度化していくと管理が外部

化されてしまい，これまで水利用施設の管理を支えてい

た知恵や技術の消失に繋がる恐れがある．

　こうした状況下においては，住民が管理し得るよう

な空間の状態になっているのかを評価するような概念

が必要であると言える．そこで，図 6.1 のような主体

Touchability 水利用施設

主体 空間

能力 (ability)
経験 (experience)

構造 (structure)
素材 (material)
制度 (regulation)


